
                        2014年 12月 19日 

お客さま各位                  

 
                 
 

       

                  代表取締役社長 十亀和則    

                           

          
           トップランナーモーター規制と弊社の対応について  

 
 
 
 拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、首題の件についてご報告申し上げます。宜しくご高察のうえご査収下さいますよう 

お願い申し上げます。  

敬具 

                 記 

１．概要 

  2013年 11月 1日に経済産業省から「エネルギー使用の合理化に関わる法律（省エネ法）」に

三相誘導電動機（モーター）が追加される告示があり、2015年 4月 1日からモーター製造メーカ

ーは一定の省エネ基準を満たした高効率のモーターを出荷することが義務付けられました。これに

伴い現在ご使用頂いている下記に該当するモーターはこの基準を満たしていない為、在庫分がなく

なると入手できなくなり、修理サービスの対応のみとなります。 

 

２．対象の機械とモーター部位 

 ２－１．プラスチック射出成形機 

   ① 油圧式全機種のポンプモーター 

   ② 型締力 350トン機以上の型厚ギヤードモーター（油圧式及び電動式いずれも） 

   ③ 竪型機 ET-130及び ET-230の型厚ギヤードモーター 

 ２－２．ダイカストマシン及び周辺装置 

   ① 油圧式全機種のポンプモ－ター 

   ② 型締力 350トン機以上の型厚ギヤードモーター（電動式を含む） 

   ③ 給湯機・取出機等の周辺装置で使用している 0.75Kw以上のギヤードモーター 

   ④ その他、オプション等で使用している 0.75Kw以上の三相式モーター 



 ２－３．発泡スチロール成形機 

   ① 全機種のポンプモーター 

   ② 真空装置全機種のポンプモーター 

 

３．今後の対応 

 ３－１．ポンプ用モーター 

 弊社にて一定量の在庫を確保し対応させて頂きますが、在庫が完売した時点で修理サービスの 

対応のみとなります。新規格モーターの取付けも検討致しますが、機種によっては対応できない

場合が生じます。また、新規格品を取付ける場合は関連部品の変更や改造工事が必要となります。 

 ３－２．型厚ギヤードモーター 

 ポンプ用モーター同様に、一定量の在庫を確保すると共に、新規格品の取付けも検討します。 

但し、関連部品の変更が必要になる場合がありますので、別途ご相談ください。 

 ３－３．その他モーター 

 別途お問合せください。 

 

４．予備品ご購入の推奨 

 予防保全のために予めご対応をご検討いただき、現状品をお客さまで予備としてご購入頂く 

ことをお勧め致します。 

 

 今後も品質並びにサービスの向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、 

宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 

  


